
埼玉県 
 
1. 事業内容 
担当課等 産業労働部新産業育成課 

TEL：048-830-3737 FAX：048-830-4813  
助成事業名 ・埼玉県次世代産業参入支援事業費補助金 
 

2. 助成事業の内容 
助成対象者 ・県内中小企業者等 
助成内容 ○対象となる産業財産権 

特許権、実用新案権、意匠権、商標権 
○補助・助成金の内容 

技術開発等に関する補助金のうち補助対象項目として出願経費の一部を助成 
○制度を作った背景など 

県内中小企業を取り巻く厳しい経営環境において、産業界からも新たな成長分野

への進出を目指す企業への支援を求める声が多く、対応が急務となっている。そ

こで次世代産業に参入する中小企業の先進的な技術開発や試作品開発に対して、

費用の一部を助成する。 
助成期間 ・年度内 
助成金額、補助率 ・補助対象経費の 1/2 以内、300 万円以内 
産業財産権の帰属 ・申請事業者 
 

3. 応募手続き・申請 
募集時期、期間 ・2010 年 4 月 26 日～5 月 31 日 
審査（選考）方法 ・補助金審査会により審査 
申請に係わる必要

書類等 

・事業計画書、登記簿、決算書、パンフレット 

支払い方法等 ・口座振込 
 

4. 実績・資料等 
採択件数、金額 ・ 2010 年：21 件、金額未確定 
応募件数 ・ 2010 年：72 件 
事業予算規模 ・ 6,000 万円 
パンフ等の有無 ・ HP に掲載 
 

5. 採択に伴う義務 
採択に伴う義務等 ・補助事業実績報告書 

・5 年間の報告書提出 
 

6. 平成 23 年度の計画・予定等 
計画・予定等 ・変更なし 
 


